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図３-１ 生活排水処理フロー 

第１章 生活排水処理の現状と課題 

１ 生活排水処理フロー                             
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表３-１ 生活排水の処理実績 

 生活排水はし尿と生活雑排水に分けられます。 

し尿の大部分は公共下水道から下水処理センターへと流れ、処理されますが、一部のし尿

は汲取り便槽・単独処理浄化槽・合併処理浄化槽のいずれかに貯蔵され、下水処理センター

までバキューム車で収集運搬されます。 

生活雑排水は、合併浄化槽で処理され河川放流、公共下水道を通って下水処理センターで

処理、未処理のまま河川放流のいずれかの方法で処理されます。 

下水処理センターでは、公共下水道から流されてきたし尿と生活雑排水を処理し、河川放

流します。また、バイオマス混合調整棟にて、下水道汚泥と収集したし尿を消化・脱臭・乾

燥させた乾燥汚泥を肥料（あしるのめぐみ）として緑農地還元しています。 

 

 

２ 生活排水の処理実績                             

 生活排水処理率は平成 31 年度実績で 97.7％であり、全道、全国平均に比べ高い水準で普

及しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

人 59,140 58,964 58,739 58,462 58,147

人 57,504 57,365 57,287 57,078 56,818

公共下水道人口 人 57,153 57,009 56,931 56,710 56,440

合併浄化槽人口 人 351 356 356 368 378

人 104 104 104 107 104

人 1,532 1,495 1,348 1,277 1,225

％ 97.2 97.3 97.5 97.6 97.7

％ 97.4 97.5 97.7 97.8 97.9

生活排水処理率

水洗化率

計画収集区域内人口

水洗化・生活排水処理人口

水洗化・生活排水未処理人口

（単独浄化槽人口）

非水洗化人口
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表３-２ し尿・浄化槽汚泥の処理実績 

３ し尿・浄化槽汚泥の処理実績                           

 公共下水道の普及や人口減少により排出量は減少傾向で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

計画処理人口 人 1,987 1,955 1,808 1,752 1,707

し尿 ｋL 670 650 643 581 588

簡易水洗 ｋL 2,836 2,712 2,573 2,521 2,449

浄化槽 ｋL 1,535 1,367 1,355 1,320 1,425

計 ｋL 5,041 4,728 4,570 4,422 4,462

計画処理人口 人 2,262 2,194 2,137 2,135 2,107

し尿 ｋL 301 252 265 257 252

簡易水洗 ｋL 644 619 636 596 596

浄化槽 ｋL 689 689 565 575 460

計 ｋL 1,634 1,560 1,465 1,428 1,308

計画処理人口 人 5,488 5,340 5,252 5,152 5,022

し尿 ｋL 500 434 415 381 325

簡易水洗 ｋL 916 818 835 869 853

浄化槽 ｋL 872 857 980 933 794

計 ｋL 2,287 2,109 2,229 2,183 1,972

計画処理人口 人 4,975 4,905 4,776 4,635 4,549

し尿 ｋL 472 411 392 366 335

簡易水洗 ｋL 989 895 949 924 869

浄化槽 ｋL 1,901 1,686 1,704 1,622 1,469

計 ｋL 3,362 2,991 3,044 2,912 2,673

計画処理人口 人 14,712 14,394 13,973 13,674 13,385

し尿 ｋL 1,943 1,747 1,714 1,585 1,500

簡易水洗 ｋL 5,385 5,044 4,992 4,909 4,768

浄化槽 ｋL 4,997 4,598 4,603 4,450 4,147

合計 ｋL 12,324 11,389 11,309 10,945 10,415

１市３町合計

北広島市

南幌町

由仁町

長沼町
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表３-３ 公共下水道の概要 

表３-４ バイオマス混合調整棟の概要 

４ 生活排水処理施設                              

生活排水処理施設の整備状況を示します。 

 公共下水道事業は、昭和 45 年 8 月 31 日に事業認可を受け、令和 2 年度までの全体計画

として行っています。し尿・浄化槽汚泥の処理は、下水処理センター内のバイオマス混合調

整棟にて処理を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北広島市下水処理センター　バイオマス混合調整棟

北広島市富ヶ岡916番地2

平成25年4月

し尿・浄化槽汚泥・農集排汚泥　40ｔ/日

下水汚泥　131㎥

生ごみ　17ｔ/日

処理方式 湿式中温メタン発酵方式

破砕選別設備 カッターポンプ、ドラムスクリーン

発酵槽 下水処理センター　消化槽（中温発酵）

汚泥処理 下水処理センター　脱水機、汚泥乾燥機

施設名称

所在地

供用開始年月

公称能力

設

備

仕

様

北広島市公共下水道

昭和45年8月

昭和47年2月

令和２年

処理区域　1,726ha　全体計画　1,845ha

32,600㎥/日

処理方式 標準活性汚泥法

放流水質 BOD　15㎎/L以下　SS　40㎎/L以下　

汚泥処理方法 濃縮+消化+脱水+乾燥

乾燥汚泥利用方法 緑農地還元

処理区域面積

設

備

仕

様

終末処理場認可能力

施設名称

事業許可年月

供用開始年月

全体計画年度
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図３-２ し尿処理経費 

図３-３ 1 人あたりのし尿処理経費 

※全道・全国平均の出典：「環境省 一般廃棄物実態調査 処理状況」 
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５ し尿処理経費                                   

 し尿処理経費は、ここ数年 1 億円程度の横ばい傾向で推移しています。１人あたり年間

処理経費は、し尿処理に係る経費をし尿汲取り人口と浄化槽人口の和で除した値としてい

ます。１人あたりの処理経費は横ばい傾向で推移し、全国平均より高く、全道平均より低い

水準にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【千円/年】 

【年度】 

【年度】 

【円/年・人】 
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６ 生活排水処理の課題                               

（１）生活排水処理の課題 

① 公共下水道に係る課題 

    公共下水道の整備は、ほぼ完了していますが、未だに下水道に接続していない世帯

もあり、早期接続を働き掛けていく必要があります。 

    また、公共下水道の適正な維持管理に努めるとともに、計画的な設備・装置の補修

を励行し、施設の延命化を図っていく必要があります。 

 

② その他生活雑排水に係る課題 

    公共下水道区域外において、生活雑排水が処理できないし尿汲取り世帯・事業所及

び単独処理浄化槽が設置されている世帯・事業所については、合併処理浄化槽の設置

や転換を促すとともに、各世帯・事業所が積極的に生活排水対策に取り組むよう啓発

する必要があります。 

    また、浄化槽の設置者に対しては、法定検査、定期的な点検・清掃を行うような指

導をしていく必要があります。 

 

③ 啓発活動に係る課題 

    生活排水対策を効果的に進めていくには、市民、事業者の理解と協力を得ながら取

り組むことが必要となります。 

    このため、市民・事業者の水質保全に関する意識の高揚を図ることを目的に、各種

広報・啓発活動を推進していく必要があります。 

 

（２）し尿・浄化槽汚泥処理に係る課題 

① 収集運搬に係る課題 

    公共下水道の普及に伴い、今後、し尿・浄化槽汚泥収集量の減少や汲取り箇所の点

在化による収集運搬業務の悪化が考えられます。 

    このため、効率的かつ効果的な収集運搬がなされるよう、収集車両や収集人員など

の収集運搬体制について検討していく必要があります。 

 

② 合併処理浄化槽の適正な維持管理に係る課題 

    合併処理浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置のため、年１回の

法定点検を受けるよう「浄化槽法」で規定されており、検査を受けていない世帯や事

業者に適切な指導をする必要があります。 
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第２章 生活排水処理基本計画 

１ 基本理念                                  

 「北広島市総合計画（第 6 次）」では生活・都市基盤に係る基本目標として“住みよい環境

にかこまれたまち”を掲げています。具体的な目標として、「快適な生活を支える都市基盤を

整備するとともに、豊かな自然環境の中で持続可能な暮らしができるまちをつくります」と

しています。 

 豊かで潤いある水環境を次世代に引き継いでいくためには、市民、事業者、行政がそれぞ

れの立場で水質保全活動を実践していくことが必要であり、以上を踏まえ、本計画の基本理

念を次のように定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住環境の充実により、だれもが快適に暮らせるまちづくりを目指し、 

市民、事業者の理解と協力のもと、水環境の保全に取り組みます。 
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２ 基本方針                                    

「北広島市総合計画（第 6 次）」では、水の供給・下水処理の充実の基本的方向の中に“循

環型社会の形成を推進し、上下水道施設の強靭化を図る”を掲げており、これを踏まえて、

本計画の基本方針を定めます。 

 

 

 

 

 

公共下水道の適切な維持管理を図るとともに、汚水・雨水管の整備を進め、処理区域内の

未接続世帯に対し早期接続を促し、水洗化率の向上を図ります。 

下水道区域外においては、合併処理浄化槽の設置に対する助成制度を活用し、生活排水処

理率の向上を図ります。 

 

 

 

 

 下水道汚泥、生ごみ、し尿・浄化槽汚泥の混合処理を行い、発生する乾燥汚泥を資源化（緑

農地利用）します。 

 

 

 

 

 

 市民、事業者が水環境に関する情報を共有し、それぞれの立場で自発的に水質保全活動を

実践できるよう、広報・啓発活動を行います。 

 

 

３ 計画目標                                   

現在の生活排水処理率は平成 31 年度で 97.7％と高い水準にありますが、未だ未処理のま

ま生活排水を河川等へ流しているところもあり、計画目標年次における生活排水処理率の

目標を定め、生活排水の適正処理と水質汚濁防止を推進していくことが必要です。 

 

 

基本方針１ ： 生活排水処理率の向上 

基本方針２ ： 乾燥汚泥の資源化 

基本方針３ ： 生活排水対策に関する広報・啓発活動の推進 

生活排水処理率 ： 98％以上 
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４ 目標達成のための基本施策                           

生活排水処理の適正処理を徹底し、目標を達成するため、市民、事業者、行政において以

下の取組、施策を進めていきます。 

 

（１）市民・事業者の取組 

  ① 石鹸・洗剤は適正量を守り、調理くずや廃食用油は排水として流さないことや、

風呂の残り水の有効利用に努めるなど、発生源での対策に取り組みます。 

 

  ② 浄化槽設置者は、適正な維持管理を励行します。 

 

（２）市における基本施策 

① 道路整備等に合わせて、汚水・雨水管の整備を進めます。 

 

② 施設の改修・更新計画を策定し、施設の延命化や工事の平準化に努めるとともに、

維持管理体制の充実を図ります。 

 

③ 施設の処理機能を保持するため、事業場などの排水の検査を実施し、水質基準を守

るよう指導を徹底します。 

 

④ 適正な費用負担に基づく財源確保や、施設の建設コストの縮減、メタンガスの利活

用などにより、維持管理費の低減に努めます。 

 

⑤ 公共下水道区域では、未接続世帯に対し早期接続を働きかけ、PR していきます。 

 

⑥ 公共下水道の処理区域外や単独処理浄化槽を設置している世帯や事業所に対して

は、合併処理浄化槽の設置・転換を働きかけ、設置に対する補助制度を活用します。 

 

⑦ 浄化槽設置者に対し、浄化槽の機能維持のため、定期的な保守点検、清掃、機能検

査の実施等適正な維持管理を行うよう指導します。 
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図３-４ 下水道計画区域 

５ 生活排水処理基本計画                              

（１）生活排水処理区域 

  生活排水を処理する区域は全行政区域（南幌町、由仁町及び長沼町からのし尿等処理委

託分を含む）とし、下水道計画区域は、北海道ボールパーク F ビレッジの整備に伴い、赤

く囲まれたエリアを新たに整備します。 
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表３-５ 浄化槽人口の推計 

表３-６ 水洗化・生活排水処理人口及び生活排水処理率の推計 

（２）水洗化・生活排水処理人口及び生活排水処理率の推計 

 

  下水道計画区域外における合併処理浄化槽は、助成制度の導入により年間 10 基ずつの

設置を目指します。また、単独処理浄化槽は公共下水道への接続や、合併処理浄化槽への

転換の指導を進めます。 

 

 

 

 

 

 

  以下、表 3-6 により、水洗化・生活排水処理人口及び生活排水処理率の見通しを示しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

設置数 基 10 10 10 10 10 10 10

合併処理浄化槽人口 人 399 420 441 462 483 504 525

減少数 基 4 4 4 4 4 4 4

単独処理浄化槽人口 人 96 88 80 72 64 56 48

合併浄化槽

単独浄化槽

単位 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

人 57,339 56,870 56,401 55,932 55,463 54,990 54,445

人 56,048 55,617 55,186 54,755 54,324 53,889 53,382

公共下水道人口 人 55,649 55,197 54,745 54,293 53,841 53,385 52,857

合併処理浄化槽人口 人 399 420 441 462 483 504 525

人 96 88 80 72 64 56 48

人 1,195 1,165 1,135 1,105 1,075 1,045 1,015

％ 97.7 97.8 97.8 97.9 97.9 98.0 98.0

％ 97.9 98.0 98.0 98.0 98.1 98.1 98.1

生活排水処理率

水洗化率

計画処理区域内人口

水洗化・生活排水処理人口

水洗化・生活排水未処理人口

（単独処理浄化槽人口）

非水洗化人口
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表３-８ し尿・浄化槽汚泥排出量の予測 

６ し尿・浄化槽汚泥排出量の予測                        

 本市及びし尿等処理委託により受け入れを行っている３町（南幌町、由仁町及び長沼町）

の令和８年度までのし尿・浄化槽汚泥排出量の予測を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 収集運搬計画                                 

 収集運搬体制は、し尿・浄化槽汚泥ともに、許可業者へ随時申し込みをしてもらい、バキ

ューム車で収集運搬を行う現状の体制を維持します。 

 

 

８ 資源化処理計画                                

下水処理センターで、し尿浄化槽汚泥及び公共下水道汚泥、生ごみを混合してバイオガス

化処理を行い、発生したメタンガスを施設内の熱源として利用します。また、処理後に発生

する残渣は乾燥処理を行い、乾燥汚泥肥料「あしるのめぐみ」として緑農地還元します。 

単位 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8

計画処理対象人口 人 1,690 1,673 1,656 1,639 1,622 1,605 1,588

し尿 ｋＬ 562 548 533 519 505 491 477

簡易水洗 ｋＬ 2,399 2,349 2,299 2,249 2,199 2,149 2,099

浄化槽 ｋＬ 1,436 1,473 1,511 1,549 1,586 1,624 1,662

合計 ｋＬ 4,396 4,370 4,343 4,317 4,291 4,264 4,238

計画処理対象人口 人 2,099 2,065 2,031 1,997 1,963 1,929 1,897

し尿 ｋＬ 253 249 245 241 236 232 225

簡易水洗 ｋＬ 585 575 566 556 547 537 528

浄化槽 ｋＬ 567 558 548 539 530 521 517

合計 ｋＬ 1,405 1,382 1,359 1,336 1,313 1,290 1,270

計画処理対象人口 人 4,991 4,931 4,871 4,811 4,751 4,695 4,635

し尿 ｋＬ 327 305 285 266 249 232 217

簡易水洗 ｋＬ 821 813 807 800 793 786 780

浄化槽 ｋＬ 1,010 1,045 1,082 1,121 1,161 1,202 1,245

合計 ｋＬ 2,158 2,163 2,174 2,187 2,203 2,220 2,242

計画処理対象人口 人 4,471 4,296 4,121 3,946 3,771 3,596 3,421

し尿 ｋＬ 344 333 322 312 302 292 283

簡易水洗 ｋＬ 875 851 828 806 784 763 742

浄化槽 ｋＬ 1,654 1,670 1,686 1,702 1,719 1,736 1,753

合計 ｋＬ 2,873 2,854 2,836 2,820 2,805 2,791 2,778

計画処理対象人口 人 13,251 12,965 12,679 12,393 12,107 11,825 11,541

し尿 ｋＬ 1,486 1,435 1,385 1,338 1,292 1,247 1,202

簡易水洗 ｋＬ 4,680 4,588 4,500 4,411 4,323 4,235 4,149

浄化槽 ｋＬ 4,667 4,746 4,827 4,911 4,996 5,083 5,177

合計 ｋＬ 10,832 10,769 10,712 10,660 10,612 10,565 10,528

１市３町合計

北広島市

南幌町

由仁町

長沼町


